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平成３０年１０月５日 
 
 

株式会社ＳＡＫＬＩＫＩＴ
サ ク ラ イ キ

に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について 

 

消費者庁は、本日、株式会社ＳＡＫＬＩＫＩＴ（以下「ＳＡＫＬＩＫＩＴ」とい

います。）に対し、同社が供給する「ＣＣ＋ ＤＯＷＮ ＬＥＧＧＩＮＧＳ（シーシ

ープラス ダウンレギンス）」と称する下着に係る表示について、当庁及び公正取

引委員会（公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所）による調査の結果を踏ま

え、景品表示法第８条第１項の規定に基づき、課徴金納付命令（別添参照）を行い

ました。 

 

１ 違反行為者の概要 

名  称 株式会社ＳＡＫＬＩＫＩＴ（法人番号 5120001116836） 

所 在 地 大阪市中央区今橋４－３－２２ 

代 表 者 代表取締役 安井 由佳 

設立年月 平成１６年４月 

資 本 金 １０００万円（平成３０年６月現在） 

 

２ 課徴金納付命令の概要 

(1) 課徴金対象行為（違反行為）に係る商品 

「ＣＣ＋ ＤＯＷＮ ＬＥＧＧＩＮＧＳ（シーシープラス ダウンレギンス）」

と称する下着 
 

(2) 課徴金対象行為 

ア 表示媒体 

スマートフォン等向け自社ウェブサイト 

イ 表示内容（別紙） 

平成２８年５月１７日から平成２９年４月２０日までの間、例えば、次のと

おり記載することにより、あたかも、前記(1)の商品を着用するだけで、短期

間で容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。 

○ 「何もしなくても２４時間絶食状態！！ 異常なスピードで体重が落ち

る！！ その威力はたった３日で－５ｋｇ減量！ ７日後・・・－１０ｋｇ 

１０日後・・・－１４ｋｇ ２１日後には下半身だけじゃない！？ 全身の

脂肪が痩せていく！！ ↓↓↓」と記載するとともに人の身体を比較した画

像を掲載した上で「７８ｋｇ⇒５６ｋｇ！！ 体重－２２ｋｇ減！！」と記

載 

○ 「ただレギンスを履くだけで・・・ ①ミクロ単位の骨盤矯正 ↓↓↓ ②

強制循環呼吸法 ↓↓↓ ③脂肪の無限∞燃焼 ↓↓↓ ④毒素の大量排

出 この４ｓｔｅｐで ３６５日・・・ 脱ぎ捨てるまで痩身スパイラルが

止まらない」と記載 

○ 「１４日以内に全身の脂肪を削ぎ落とす！！ ≫１４日間着用≪」と記載
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するとともに人の腹部を比較した画像を掲載した上で「体重６４ｋｇ⇒４３

ｋｇ 体重－２１ｋｇ減 体脂肪率⇒驚異の９％」と記載 

○ 「体型が激変した体験者は 既に３００名を超えています」と記載した上

で「◎最低体重記録を更新しました！ 柴田茜様（２９歳）３週間着用」と

記載するとともに人の身体を比較した画像を掲載した上で「６１ｋｇ⇒４３

ｋｇ ≫－１８ｋｇ≪ 出産を期に１５ｋｇ太ってしまいました。５年くら

い何をしても全く落ちなかったのに・・・・ＣＣ＋ダウンレギンスを履き始

めたら、ここ数年の最低体重記録を更新しました。」と記載 

 

ウ 実際 

前記イの表示について、当庁は、景品表示法第８条第３項の規定に基づき、

ＳＡＫＬＩＫＩＴに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根

拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は、当該期間内に資料を提出しなか

った。 

 

(3) 課徴金対象期間 

平成２８年５月１７日から平成２９年１０月５日までの間 

 

(4) 景品表示法第８条第１項ただし書に該当しない理由  

ＳＡＫＬＩＫＩＴは、前記(1)の商品について、当該表示の裏付けとなる合理

的な根拠に基づくことなく、前記(2)の課徴金対象行為をしていた。 

 

(5) 命令の概要（課徴金の額） 

ＳＡＫＬＩＫＩＴは、平成３１年５月７日までに、２５５万円を支払わなけれ

ばならない。 

 
【本件に対する問合せ先】 

消費者庁表示対策課 

 電    話 ０３（３５０７）９２３３ 

 ホームページ http://www.caa.go.jp/ 
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○ 不当景品類及び不当表示防止法（抜粋） 
（昭和三十七年法律第百三十四号） 

 

 （目的） 

第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を

防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限

及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。 

  

（不当な表示の禁止） 

第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当す

る表示をしてはならない。 

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも

著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しく

は役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、

不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると

認められるもの 

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しく

は類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著し

く有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者に

よる自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 

三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認

されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理

的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの 

 

 （措置命令） 

第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行

為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われること

を防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずること

ができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に

対し、することができる。 

一 当該違反行為をした事業者 

二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したと

きにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 

三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反

行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 

四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業

者 

２ 内閣総理大臣は、前項の規定による命令に関し、事業者がした表示が第五条第一号に該当す

るか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定

めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場

合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該

表示は同号に該当する表示とみなす。 

 

（課徴金納付命令） 

第八条 事業者が、第五条の規定に違反する行為（同条第三号に該当する表示に係るものを除く。

以下「課徴金対象行為」という。）をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該課

徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の政

令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫

（参考１） 



              

22 

 

 

に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該課徴金対象行為をした期

間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が次の各号のいずれかに該当することを知らず、か

つ、知らないことにつき相当の注意を怠つた者でないと認められるとき、又はその額が百五十

万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。 

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であるこ

と又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他

の事業者に係るものよりも著しく優良であることを示す表示 

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく

有利であること又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供

給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であることを示す表示 

２ 前項に規定する「課徴金対象期間」とは、課徴金対象行為をした期間（課徴金対象行為をや

めた後そのやめた日から六月を経過する日（同日前に、当該事業者が当該課徴金対象行為に係

る表示が不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれを

解消するための措置として内閣府令で定める措置をとつたときは、その日）までの間に当該事

業者が当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の取引をしたときは、当該課徴金対象行為をや

めてから最後に当該取引をした日までの期間を加えた期間とし、当該期間が三年を超えるとき

は、当該期間の末日から遡つて三年間とする。）をいう。 

３ 内閣総理大臣は、第一項の規定による命令（以下「課徴金納付命令」という。）に関し、事業

者がした表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当

該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料

の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、

同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示と推定する。 

 

（課徴金対象行為に該当する事実の報告による課徴金の額の減額） 

第九条 前条第一項の場合において、内閣総理大臣は、当該事業者が課徴金対象行為に該当する

事実を内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に報告したときは、同項の規定により計算

した課徴金の額に百分の五十を乗じて得た額を当該課徴金の額から減額するものとする。ただ

し、その報告が、当該課徴金対象行為についての調査があつたことにより当該課徴金対象行為

について課徴金納付命令があるべきことを予知してされたものであるときは、この限りでない。 

 

（返金措置の実施による課徴金の額の減額等） 

第十条 第十五条第一項の規定による通知を受けた者は、第八条第二項に規定する課徴金対象期

間において当該商品又は役務の取引を行つた一般消費者であつて政令で定めるところにより特

定されているものからの申出があつた場合に、当該申出をした一般消費者の取引に係る商品又

は役務の政令で定める方法により算定した購入額に百分の三を乗じて得た額以上の金銭を交付

する措置（以下この条及び次条において「返金措置」という。）を実施しようとするときは、内

閣府令で定めるところにより、その実施しようとする返金措置（以下この条において「実施予

定返金措置」という。）に関する計画（以下この条において「実施予定返金措置計画」という。）

を作成し、これを第十五条第一項に規定する弁明書の提出期限までに内閣総理大臣に提出して、

その認定を受けることができる。 

２ 実施予定返金措置計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 実施予定返金措置の内容及び実施期間 

二 実施予定返金措置の対象となる者が当該実施予定返金措置の内容を把握するための周知の

方法に関する事項 

三 実施予定返金措置の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

３ 実施予定返金措置計画には、第一項の認定の申請前に既に実施した返金措置の対象となつた

者の氏名又は名称、その者に対して交付した金銭の額及びその計算方法その他の当該申請前に

実施した返金措置に関する事項として内閣府令で定めるものを記載することができる。 

４ 第一項の認定の申請をした者は、当該申請後これに対する処分を受けるまでの間に返金措置
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を実施したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該返金措置の対象となつた

者の氏名又は名称、その者に対して交付した金銭の額及びその計算方法その他の当該返金措置

に関する事項として内閣府令で定めるものについて、内閣総理大臣に報告しなければならない。 

５ 内閣総理大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その実施予定返金措置計画が

次の各号のいずれにも適合すると認める場合でなければ、その認定をしてはならない。 

一 当該実施予定返金措置計画に係る実施予定返金措置が円滑かつ確実に実施されると見込ま

れるものであること。 

二 当該実施予定返金措置計画に係る実施予定返金措置の対象となる者（当該実施予定返金措

置計画に第三項に規定する事項が記載されている場合又は前項の規定による報告がされてい

る場合にあつては、当該記載又は報告に係る返金措置が実施された者を含む。）のうち特定

の者について不当に差別的でないものであること。 

三 当該実施予定返金措置計画に記載されている第二項第一号に規定する実施期間が、当該課

徴金対象行為による一般消費者の被害の回復を促進するため相当と認められる期間として内

閣府令で定める期間内に終了するものであること。 

６ 第一項の認定を受けた者（以下この条及び次条において「認定事業者」という。）は、当該認

定に係る実施予定返金措置計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、

内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 

７ 第五項の規定は、前項の認定について準用する。 

８ 内閣総理大臣は、認定事業者による返金措置が第一項の認定を受けた実施予定返金措置計画

（第六項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第一項及び第二項

において「認定実施予定返金措置計画」という。）に適合して実施されていないと認めるとき

は、第一項の認定（第六項の規定による変更の認定を含む。次項及び第十項ただし書において

単に「認定」という。）を取り消さなければならない。 

９ 内閣総理大臣は、認定をしたとき又は前項の規定により認定を取り消したときは、速やかに、

これらの処分の対象者に対し、文書をもつてその旨を通知するものとする。 

１０ 内閣総理大臣は、第一項の認定をしたときは、第八条第一項の規定にかかわらず、次条第

一項に規定する報告の期限までの間は、認定事業者に対し、課徴金の納付を命ずることができ

ない。ただし、第八項の規定により認定を取り消した場合には、この限りでない。 

 

第十一条 認定事業者（前条第八項の規定により同条第一項の認定（同条第六項の規定による変

更の認定を含む。）を取り消されたものを除く。第三項において同じ。）は、同条第一項の認定

後に実施された認定実施予定返金措置計画に係る返金措置の結果について、当該認定実施予定

返金措置計画に記載されている同条第二項第一号に規定する実施期間の経過後一週間以内に、

内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に報告しなければならない。 

２ 内閣総理大臣は、第八条第一項の場合において、前項の規定による報告に基づき、前条第一

項の認定後に実施された返金措置が認定実施予定返金措置計画に適合して実施されたと認める

ときは、当該返金措置（当該認定実施予定返金措置計画に同条第三項に規定する事項が記載さ

れている場合又は同条第四項の規定による報告がされている場合にあつては、当該記載又は報

告に係る返金措置を含む。）において交付された金銭の額として内閣府令で定めるところによ

り計算した額を第八条第一項又は第九条の規定により計算した課徴金の額から減額するものと

する。この場合において、当該内閣府令で定めるところにより計算した額を当該課徴金の額か

ら減額した額が零を下回るときは、当該額は、零とする。 

３ 内閣総理大臣は、前項の規定により計算した課徴金の額が一万円未満となつたときは、第八

条第一項の規定にかかわらず、認定事業者に対し、課徴金の納付を命じないものとする。この

場合において、内閣総理大臣は、速やかに、当該認定事業者に対し、文書をもつてその旨を通

知するものとする。 

 

（課徴金の納付義務等） 

第十二条 課徴金納付命令を受けた者は、第八条第一項、第九条又は前条第二項の規定により計
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算した課徴金を納付しなければならない。 

２ 第八条第一項、第九条又は前条第二項の規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数

があるときは、その端数は、切り捨てる。 

３～６ （省略） 

７ 課徴金対象行為をやめた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該課徴金対象行

為に係る課徴金の納付を命ずることができない。 

 

 （報告の徴収及び立入検査等）  

第二十九条 内閣総理大臣は、第七条第一項の規定による命令、課徴金納付命令又は前条第一項

の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはその者とその事

業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告をさせ、若しくは帳

簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若しくはその者とその事業に

関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類そ

の他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。  

２～３ （省略） 

 

 （権限の委任等） 

第三十三条 内閣総理大臣は、この法律による権限（政令で定めるものを除く。）を消費者庁長

官に委任する。 

２～１１ （省略） 

 

 

○ 不当景品類及び不当表示防止法施行令（抜粋） 

（平成二十一年政令第二百十八号） 

 

 （消費者庁長官に委任されない権限）  

第十四条 法第三十三条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三条第一

項（消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。）及び第二項、第四条、第五条第三号、

第六条第一項（消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。）及び第二項、第二十六条

第二項並びに同条第三項及び第四項（これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。）

の規定による権限とする。 
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景品表示法による表示規制の概要 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

○ 優良誤認表示（第５条第１号） 

商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示 

○ 有利誤認表示（第５条第２号） 

商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示 

不実証広告規制（第７条第２項及び第８条第３項） 

 消費者庁長官は、商品・サービスの内容（効果、性能）に関する優良誤認表

示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表

示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。 

 

○ 事業者が当該資料を提出しない場合又は提出した資料が表示の裏付けと

なる合理的な根拠を示すものと認められない場合 

 ・ 第７条第２項（措置命令関連）に基づく資料要求：不当表示とみなす。 

 ・ 第８条第３項（課徴金納付命令関連）に基づく資料要求：不当表示と推

定する。 

① 商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも

著しく優良であると示す表示 

 

① 無果汁の清涼飲料水等についての表示 

② 商品の原産国に関する不当な表示 

③ 消費者信用の融資費用に関する不当な表示 

④ 不動産のおとり広告に関する表示 

⑤ おとり広告に関する表示 

⑥ 有料老人ホームに関する不当な表示 

① 商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に

著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 

 

○ 商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれ

があると認められ内閣総理大臣が指定する表示（第５条第３号） 

② 商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、事実に相違して競

業事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示 

 

② 商品・サービスの取引条件について、競業事業者に係るものよりも取引

の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 

 

景
品
表
示
法
第
５
条
（
不
当
な
表
示
の
禁
止
） 

不
当
な
表
示 

（参考２） 
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８
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※別添写しについては、添付を省略しています。 

 

1 

 

別添１ 

消表対第１１１９号 

平成３０年１０月５日 

 

株式会社ＳＡＫＬＩＫＩＴ 

代表取締役 安井 由佳 殿 

 

消費者庁長官 岡村 和美       

                                                         （公印省略） 

不当景品類及び不当表示防止法第８条第１項の規定に基づく課徴金納付命令 

貴社は、貴社が供給する「ＣＣ＋ ＤＯＷＮ ＬＥＧＧＩＮＧＳ（シーシープラス ダウ

ンレギンス）」と称する下着（以下「本件商品」という。）の取引について、不当景品類及

び不当表示防止法（昭和３７年法律第１３４号。以下「景品表示法」という。）第５条の規

定により禁止されている同条第１号に該当する不当な表示を行っていたので、同法第８条

第１項の規定に基づき、次のとおり課徴金の納付を命令する。 

 

主   文 

株式会社ＳＡＫＬＩＫＩＴ（以下「ＳＡＫＬＩＫＩＴ」という。）は、課徴金として金２

５５万円を平成３１年５月７日までに国庫に納付しなければならない。 

 

理   由 

１ 課徴金対象行為 

別紙記載の事実によれば、ＳＡＫＬＩＫＩＴが自己の供給する本件商品の取引に関し

行った表示は、景品表示法第８条第３項の規定により、同法第５条第１号に規定する、本

件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すこ

とにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するお

それがあると認められる表示と推定されるものであって、かかる表示をしていた行為は、

同条の規定に違反するものである。 

 

２  課徴金の計算の基礎 

⑴ア 景品表示法第８条第１項に規定する課徴金対象行為に係る商品は、本件商品であ

る。 

イ(ｱ) ＳＡＫＬＩＫＩＴが前記１の課徴金対象行為をした期間は、平成２８年５月１

７日から平成２９年４月２０日までの間である。 

(ｲ) 本件商品について、ＳＡＫＬＩＫＩＴが前記１の課徴金対象行為をやめた日か

ら６月を経過する平成２９年１０月２０日までの間に最後に取引をした日は、平

成２９年１０月５日である。 

別 添 
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(ｳ) 前記(ｱ)及び(ｲ)によれば、前記１の課徴金対象行為に係る課徴金対象期間は、

平成２８年５月１７日から平成２９年１０月５日までの間である。 

ウ 前記イ(ｳ)の課徴金対象期間に取引をした本件商品に係るＳＡＫＬＩＫＩＴの売

上額は、不当景品類及び不当表示防止法施行令（平成２１年政令第２１８号）第１条

の規定に基づき算定すべきところ、当該規定に基づき算定すると、８５２０万４０７

９円である。 

エ ＳＡＫＬＩＫＩＴは、本件商品について、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠に

基づくことなく前記１の課徴金対象行為をしていたことから、当該課徴金対象行為

をした期間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が景品表示法第８条第１項第１

号に該当することを知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意を怠った者でない

とは認められない。 

⑵ 前記⑴の事実によれば、ＳＡＫＬＩＫＩＴが国庫に納付しなければならない課徴金

の額は、景品表示法第８条第１項の規定により、前記⑴ウの本件商品の売上額に１００

分の３を乗じて得た額から、同法第１２条第２項の規定により、１万円未満の端数を切

り捨てて算出した２５５万円である。 

 

よって、ＳＡＫＬＩＫＩＴに対し、景品表示法第８条第１項の規定に基づき、主文のとお

り命令する。 

 

＜法律に基づく教示＞ 

１ 行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第８２条第１項の規定に基づく教示 

この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第２条、第４条及び第１８条第

１項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った日の

翌日から起算して３か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をすることが

できる。 

（注）行政不服審査法第１８条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、処

分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、処分の日の

翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなる。 

２ 行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第４６条第１項の規定に基づく教示 

訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第１１条第１項及び

第１４条第１項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

６か月以内に、国（代表者法務大臣）を被告として、この処分の取消しの訴えを提起する

ことができる。 

（注１）行政事件訴訟法第１４条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、

この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、こ

の処分の日の翌日から起算して１年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提

起することができなくなる。 
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（注２）行政事件訴訟法第１４条第３項の規定により、正当な理由があるときを除き、

審査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決が

あったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができる。

ただし、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日の翌日

から起算して６か月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して１年を経

過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 
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別紙 

 

消費者庁長官が認定した事実は、次のとおりである。 

１ 株式会社ＳＡＫＬＩＫＩＴ（以下「ＳＡＫＬＩＫＩＴ」という。）は、大阪市中央区今

橋４－３－２２に本店を置き、化粧品、健康食品及び下着等の販売業等を営む事業者であ

る。 

２ ＳＡＫＬＩＫＩＴは、「ＣＣ＋ ＤＯＷＮ ＬＥＧＧＩＮＧＳ（シーシープラス ダウ

ンレギンス）」と称する下着（以下「本件商品」という。）を通信販売の方法により一般

消費者に販売している。 

３ ＳＡＫＬＩＫＩＴは、本件商品に係る自社ウェブサイトの表示内容を自ら決定してい

る。 

４⑴ ＳＡＫＬＩＫＩＴは、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、平成２８年５月１

７日から平成２９年４月２０日までの間、スマートフォン等向け自社ウェブサイトに

おいて、「何もしなくても２４時間絶食状態！！ 異常なスピードで体重が落ちる！！

 その威力はたった３日で－５ｋｇ減量！ ７日後・・・－１０ｋｇ １０日後・・・

－１４ｋｇ ２１日後には下半身だけじゃない！？ 全身の脂肪が痩せていく！！ 

↓↓↓」と記載するとともに人の身体を比較した画像を掲載した上で「７８ｋｇ⇒５６

ｋｇ！！ 体重－２２ｋｇ減！！」と記載し、「ただレギンスを履くだけで・・・ ①

ミクロ単位の骨盤矯正 ↓↓↓ ②強制循環呼吸法 ↓↓↓ ③脂肪の無限∞燃焼 

↓↓↓ ④毒素の大量排出 この４ｓｔｅｐで ３６５日・・・ 脱ぎ捨てるまで痩身

スパイラルが止まらない」と記載し、「１４日以内に全身の脂肪を削ぎ落とす！！ ≫

１４日間着用≪」と記載するとともに人の腹部を比較した画像を掲載した上で「体重６

４ｋｇ⇒４３ｋｇ 体重－２１ｋｇ減 体脂肪率⇒驚異の９％」と記載し、「体型が激

変した体験者は 既に３００名を超えています」と記載した上で「◎最低体重記録を更

新しました！ 柴田茜様（２９歳）３週間着用」と記載するとともに人の身体を比較し

た画像を掲載した上で「６１ｋｇ⇒４３ｋｇ ≫－１８ｋｇ≪ 出産を期に１５ｋｇ

太ってしまいました。５年くらい何をしても全く落ちなかったのに・・・・ＣＣ＋ダウ

ンレギンスを履き始めたら、ここ数年の最低体重記録を更新しました。」と記載するな

ど、別表「表示内容（別添）」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、本件商

品を着用するだけで、短期間で容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示

をしていた。 

⑵ 消費者庁長官は、前記⑴の表示について、不当景品類及び不当表示防止法（昭和

３７年法律第１３４号）第５条第１号に該当する表示か否かを判断するため、同法

第８条第３項の規定に基づき、ＳＡＫＬＩＫＩＴに対し、期間を定めて、当該表示

の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、ＳＡＫＬＩＫＩＴ

は、当該期間内に当該資料を提出しなかった。 
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別表 

表示内容（別添） 

・「＼アメリカの医学誌も紹介／ 現在『痩身分野』で最も注目されている【活性炭繊

維】を用いた大幅減量用痩身レギンス≪一般解禁≫」と記載 

・「これを履いたら最後・・・激痩せスパイラルに陥ります ↓↓↓ 履いて３０

分・・・ 脚の内側がジワッと熱くなれば激痩せ開始の合図 全身の脂肪・毒素を

【活性炭繊維】が極限まで吸い尽くし」と記載 

・「何もしなくても２４時間絶食状態！！ 異常なスピードで体重が落ちる！！ その

威力はたった３日で－５ｋｇ減量！ ７日後・・・－１０ｋｇ １０日後・・・－１

４ｋｇ ２１日後には下半身だけじゃない！？ 全身の脂肪が痩せていく！！ ↓↓

↓」と記載するとともに人の身体を比較した画像を掲載した上で「７８ｋｇ⇒５６ｋ

ｇ！！ 体重－２２ｋｇ減！！」と記載 

・「ただレギンスを履くだけで・・・ ①ミクロ単位の骨盤矯正 ↓↓↓ ②強制循環

呼吸法 ↓↓↓ ③脂肪の無限∞燃焼 ↓↓↓ ④毒素の大量排出 この４ｓｔｅｐ

で ３６５日・・・脱ぎ捨てるまで痩身スパイラルが止まらない」と記載 

・「※ご注意ください※ このようにレギンスが弾け破れたら」と記載した上で、繊維

が破れたかのような画像と共に、「＜活性炭＞が極限まで『毒素』を吸収した証

拠！！ 繊維が太くなりすぎて破けてしまいます」と記載 

・「『活性炭』を履いて思い通りに痩せる！！ 脂肪吸着Σ痩身レギンス ▽ＣＣ＋ダ

ウンレギンス▽」と記載 

・「本当に痩せるッ！！ 履くだけで１０ｋｇ以上痩せると世界中が ≫！大絶賛！≪

 他のスパッツやレギンスとは ＞全く違います＜ その大きな理由は ↓↓↓ ア

メリカの権威ある有名医学誌でも紹介された 人間の“痩身レベル”を数１０倍にも

引き上げる『活性炭』の威力Σ 肥満大国アメリカでは『活性炭ダイエット』が既に

大流行！！！ しかもＣＣ＋は１台３０００万円と言われる特殊混合機を使用し  

＼世界初／ ＜活性炭＞を生地に配合！！」と記載 

・「このレギンスを履けば 体中の脂肪・毒素を全て＜活性炭＞が吸い尽くし」と記載

するとともに人の脚を比較した画像を掲載した上で「太モモ－８．６ｃｍ！！ ふく

らはぎ－４．８ｃｍ！！ 足首－２．３ｃｍ！！ 脚が細くなるのは当たり前！！」

と記載 

・「１４日以内に全身の脂肪を削ぎ落とす！！ ≫１４日間着用≪」と記載するととも

に人の腹部を比較した画像を掲載した上で「体重６４ｋｇ⇒４３ｋｇ 体重－２１ｋ

ｇ減 体脂肪率⇒驚異の９％」と記載 

・「その凄まじい威力が発売前にも関わらず モニターから囁かれはじめています ↓

↓↓ 履き始めて数日でこれｗ やばくない？ｗ」と記載するとともに人の下半身の

画像を掲載した上で「※ｔｗｉ●ｔｅｒ投稿者撮影画像」と記載 

・「『４日で６キロも痩せてビビった・・・』」と記載するとともに人の下半身を比較



6 

 

した画像を掲載した上で「※Ｉｎｓ●ａｇｒａｍ投稿者撮影画像」と記載 

・「＼＼前代未聞／／ モニターの７５％が『活性炭』で１０ｋｇ以上痩せた！！ 方

法は至ってシンプル 特殊レギンスを毎日履くだけ 一度履き始めたら最後 脚⇒ウ

エスト⇒二の腕 －３ｋｇ⇒－８ｋｇ⇒－１５ｋｇ 痩身スパイラルが止まりませ

ん」と記載 

・「他には絶対マネできない痩身メカニズムを詳しくご説明します」と記載した上で以

下のとおり記載 

「①ミクロ単位の骨盤矯正 科学的な圧力設計によりクロスプレッシャー加工を採

用し 誰が履いても最適な圧力がかかるよう設計 骨盤・恥骨・尾てい骨 歪んだ

下半身の骨格を 履いた瞬間 骨格矯正ラインが前面・後面・サイドから３６０℃

全方向に働きかけ 【前面】骨盤周りを自動的に矯正 歪んでいた骨盤・骨格を正

常化！！ さらに！！背面のヒップ補整ラインにより両サイドから中央に下から上

に尾てい骨を整えます 【後面】垂れ下がったヒップ横に広がったヒップも骨格レ

ベルで矯正！！ お尻の高さが ＼ココまで変わる！！／」 

「②強制循環呼吸法 常時適度な引締めにより、筋肉の緊張を緩め酸素を体全体に

循環。血液やリンパの流れが一気に良くなり有酸素運動と同効果に！！ １日２時

間履くだけで １日で１万歩 １０日で１０万歩 １ヶ月で３０万歩のウォーキン

グ効果！！ 代謝率は通常時のなんと３．６倍！！」 

「③脂肪無限∞燃焼 確実に痩せるといっても 時間がかかっては意味がありませ

ん！！ 『ＣＣ＋ダウンレギンス』は速攻性を高めるため ゲルマ・チタンの『遠

赤外線効果』で 全身の３００億ある脂肪細胞を≪無限燃焼！！≫ 履いて３０分

 脚の内側から熱く感じてきたら 脂肪燃焼が始まった合図です 体温がグングン

上昇し 脚⇒お腹⇒腕⇒指の先まで ガンガン燃やし尽くします！！」 

「④毒素・老廃物の大量排出 そしてここからが絶対不可欠 『ＣＣ＋ダウンレギ

ンス』は 一般的な繊維の約１３倍の吸収力を持つ『活性炭素』を生地全体に特殊

配合！！ 今までのインナーだと排出できなかった 脂肪・毒素・老廃物をレギン

スがバキューム吸引！！ 体外へ排出します これにより痩身効果が２５０％以上

ＵＰ↑ 従来のインナーでは３ｋｇしか減らない人も－７．５ｋｇの減量が可能に

 ５ｋｇ×２．５倍⇒１２．５ｋｇ減 １０ｋｇ×２．５倍⇒２５ｋｇ減」と記載

するとともに人の身体を比較した画像を掲載した上で「３週間で体重－２２ｋｇ

減！！ この圧倒的な効果とスピードは『活性炭素』によるものです」 

・「※ご注意ください※ このようにレギンスが弾け破れたら」と記載するとともに繊

維が破れたかのような画像を掲載した上で「＜活性炭＞が極限まで毒素を吸収した証

拠！！ 繊維１本１本が徹底的に吸収し吸容値を超え 破けてしまいます ※７０ｋ

ｇの方が１ヶ月程度履き続けたケースです。※体に脂肪・毒素が溜まっている人ほど

繊維が弱くなり破けやすくなります」と記載 

・「※ご確認ください※ ＣＣ＋ダウンレギンスは１０ｋｇ～３０ｋｇ減量用の痩身レ
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ギンスです 目標が１０ｋｇ以下の方はご遠慮ください ▼ご覧ください▼ このプ

ログラムを実行した方の減量結果です」と記載するとともに円グラフを掲載した上で

「３０ｋｇ以上・・・８％、１５ｋｇ以上・・・３８％、１０ｋｇ以上・・・２

９％、５ｋｇ以上・・・１６％、３ｋｇ未満・・・９％ ※被験者統計（２０１６／

４／３０現在） １０ｋｇの大幅減量 ≫成功率７５％≪」と記載 

・「体型が激変した体験者は 既に３００名を超えています」と記載した上で以下のと

おり記載 

「◎最低体重記録を更新しました！ 柴田茜様（２９歳）３週間着用」と記載する

とともに人の身体を比較した画像を掲載した上で「６１ｋｇ⇒４３ｋｇ ≫－１８

ｋｇ≪ 出産を期に１５ｋｇ太ってしまいました。５年くらい何をしても全く落ち

なかったのに・・・・ＣＣ＋ダウンレギンスを履き始めたら、ここ数年の最低体重

記録を更新しました。」 

「◎体重が３日連続急降下！ 小川怜央奈様（２３歳）５週間着用」と記載すると

ともに人の身体を比較した画像を掲載した上で「７２ｋｇ⇒４９ｋｇ ≫－２３ｋ

ｇ≪ 私は寝る時に履いてました。履くだけで痩せるなんて・・・って思ってまし

たが、体が急に熱くなって、体重が３日連続急降下しました。しかも一気にウエス

トが－６ｃｍ！細くなりました。」 

「◎軽い気持ちで履けない！ 高橋ひかり様（３６歳）４週間目で着用中止」と記

載するとともに人の身体を比較した画像を掲載した上で「５４ｋｇ⇒３９ｋｇ ≫

－１５ｋｇ≪ 目標は５～６ｋｇ痩せればいいかなって軽い気持ちで履いてました

が、予想以上に体重が落ちたので、途中で使用を中止しました。」 

「◎太ればまた履けばいい！ 森本亜里沙様（２４歳）１０日間で着用中止」と記

載するとともに人の身体を比較した画像を掲載した上で「６１ｋｇ⇒５２ｋｇ ≫

－９ｋｇ≪ 着心地がよかったんで普段使いとして、ついつい履き過ぎてしまって

１週間で－７ｋｇも・・・あまりに短期間だったので、カレや親にも本気で心配さ

れました。太ったらまた履けば良いという気持ちになってしまい、好きなものを食

べています。」 
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